
局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
■下回った

・「保健」や「理科」の授業を通じて「男女の性差」「二次性徴」「生命の尊さ」等を学習する。中学校では、「ここ
ろの教育推進事業」を活用して産婦人科医師や助産師などを招き、性教育の講演を行った学校もあった。
○「こころの教育推進事業」で性に関するテーマの講演を実施した学校：１０校

過去の
実施内容
（２４年度）

５１１１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・「保健」や「理科」の授業を通じて「男女の性差」「二次性徴」「生命の尊さ」等を学習する。中学校では、「ここ
ろの教育推進事業」を活用して産婦人科医師や助産師などを招き、性教育の講演を行った学校もあった。
○「こころの教育推進事業」で性に関するテーマの講演を実施した学校：11校

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度28増加 中学校8校
年
度

24年度

助産師による講義を含む。

目標・実績 中学校7校

施策の方向

目標値

事業名 性教育の推進

事業内容 学習指導要領に基づき、発達段階に応じた生命と人権を大切にする性教育の推進を図る。

１　学校等における性教育の推進

「生命を尊重する心」を育成するための授業を深化し、講演会の機会を広げる。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 １　女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の浸透 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会 学校教育課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目 保健所等と連携した性教育を実施した校数の割合

こころの教育推進事業実施にあたり、学校のねらいや課題等に応じて保健センター等の関係機関と情報
交換し、情報の共有をはかりつつ、取組を行っている。

対応等

「性教育の推進」「学校と連携した性教育の実施」について、学校現場と連携し、学校のカリキュラム学習
と保健所の事業とで洩れのない性の教育を実施されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

小学校にも拡充した「こころの教育推進事業」において性教育に関する講演会が広がるよう、情報提供に
努める。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容
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局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

「思春期の性に関する心身の悩みの相談」について、保健室における相談だけではなく、学校内では相
談しづらい生徒のために、他の相談窓口を検討されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

児童生徒が気兼ねなく訪問できる開かれた保健室・相談室のために、環境づくりを進める。専門家・関係
機関等との連携を深める。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

教育総合センター教育相談担当等の外部相談窓口を設けており、生徒には、啓発紙や啓発カードなどで
相談窓口について周知しています。なお、緊急性の高い相談内容等については、関係機関で情報を共
有しています。
　（教育総合センター教育相談担当では、臨床心理士の資格を持った相談員が対応しています。）

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 学校教育課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 １　女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の浸透 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 思春期の性に関する心身の悩みの相談

事業内容
保健室等で個別指導や教育相談を行うなど、性の不安や悩みに対する相談や性への健全な態度を培うよう
に努める。

１　学校等における性教育の推進

児童生徒が気兼ねなく訪問できる開かれた保健室・相談室のために、環境づくりを進める。家庭児童相談室
やこども家庭センターとの連携を深める。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

・小学校でも、中学校でも、養護教諭やスクールカウンセラー等が児童生徒から性に関する悩みの相談を受
けた時には、丁寧に個別に対応している｡
○校種別年間の相談件数：小学校81件（二次性徴・身体の変化74件、デートＤＶ0件、男女交際6件、その他1
件）。中学校409件（二次性徴・身体の変化96件、デートＤＶ14件、男女交際234件、その他65件）。高校98件
（二次性徴・身体の変化6件、デートＤＶ7件、男女交際67件、その他18件）。

過去の
実施内容
（２４年度）

５１１２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・小学校でも、中学校でも、養護教諭やスクールカウンセラー等が児童生徒から性に関する悩みの相談を受
けた時には、丁寧に個別に対応している｡
○校種別年間の相談件数：小学校88件（二次性徴・身体の変化75件、デートＤＶ0件、男女交際6件、その他5
件）。中学校347件（二次性徴・身体の変化99件、デートＤＶ8件、男女交際178件、その他69件）。高校63件
（二次性徴・身体の変化6件、デートＤＶ6件、男女交際41件、その他14件）。

実施内容
（２５年度）

計画名
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

「有害情報の規制」について、青少年への有害情報を排除するだけではなく、リスクを教えるなどの教育
を実施されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

【青少年課】
・情報化社会の中で、ネット犯罪など青少年が知らないうちに被害者や加害者になるケースが発生しているためフィル
タリングの重要性を青少年健全育成・非行化防止・環境浄化キャンペーンやチラシなどを通して広く市民に啓発する。
・市内の学校や市民に対して青少年健全育成・非行化防止の標語を広く募集しそれぞれの立場で青少年の非行化の
防止について考える機会を持つ。
・街頭補導活動において、巡回による抑止効果を図るとともに、声かけした生徒・児童に対して、スマホの危険性など
のリスクを教える。
・補導委員に対するスキルアップのため、ネット犯罪についての研修を継続して取組む。
【教育総合センター】
リスクに関してはNo2123においての教員研修を充実させることと、これまでと同様に必要に応じて教育総合センター
フィルターを解除又は、臨時的に解除していきながら児童生徒が主体的に学ぶ機会ができるように対応する。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

【教育総合センター】学校情報通信ネットワークシステム関係事業 【青少年課】青少年健全育成啓発事業

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

【青少年課】
・平成25年10月、尼崎市少年補導委員（環境部会）が兵庫県警察本部を訪問し、「情報化社会の中で青少年を蝕む
ネット犯罪の防止策」～子どもたちのネット事情・ネット犯罪について～のテーマで研修会を受講した。
・環境部会メンバーが受講した10月の研修が分かりやすく参考になったことから、平成26年5月、全補導委員（380人）
に対して、同様の研修を実施した。
・市民啓発として、平成26年6月、各小中学校の育成会議において、保護者を対象にスマホの危険性を訴えるチラシ
（別紙）を配布した。
【教育総合センター】
リスクに関しての教育はNO2123に報告している教職員研修の中に取り入れている。この事業（№5113）で全てをまか
なっていない。

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会
こども青少年局

教育総合センター
青少年課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 １　女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の浸透 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 有害情報の規制

事業内容
学校等においてインターネット上の有害情報の取扱いにかかる啓発・指導を行う。青少年に悪影響を及ぼす
有害図書等の回収を実施する。カラオケ、レンタルビデオ店等の出店場所や青少年の集まりやすい場所の
実態を把握するために「環境実態調査」を実施する。

１　学校等における性教育の推進

【教育総合センター】安定したインターネット環境の維持・管理と、学習に活用出来る情報を学校が必要に応じて、有効活用出来るようバ
ランスを保つ事が重要である。フィルタリングのカテゴリーについても毎年検討していく。理由として、学校等における有害情報の規制とし
てフィルタリングを行った結果、性教育の情報についても排除されることがあり、児童・生徒が主体的に性教育について学ぶことが難し
い。担当が必要に応じて、学校が活用出来る環境を設定していかなければならないためである。
【青少年課】
○青少年を有害な環境から守るため、地域・関係機関と連携し、市民の環境浄化に対する意識を高める。また、青少年非行に影響があ
ると思われる店舗等への協力依頼等を強化し、青少年が非行に走らないよう未然防止に努める。
○市内6箇所の白ポスト（有害図書回収）の維持管理及び利用普及に努める。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

別紙
過去の
実施内容
（２４年度）

５１１３

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

別紙
実施内容
（２５年度）

【青少年課】尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画計画名
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教育委員会 教育総合センター

こども青少年局 青少年課

○青少年に悪影響を及ぼす有害図書等の回収を実施
＜有害図書類の回収＞回収期間：平成24年 1月 1日～12月末、累計：6,908冊（内ビデオ・DVD　2,066）
・市内6箇所（6行政区）に白ポストを設置
・成人向け雑誌などの「有害図書類」を回収して青少年の有害環境浄化を実施
・投函物は週に一度回収
・回収された投函物を分類や集計する

別紙 局 課

過去の
実施内容
（２４年度）

実施内容
（２５年度）

【教育総合センター】
有害コンテンツフィルタの継続的活用(平成20年8月1日より更新実施)有害情報に係るカテゴリーの追加・削除フィルターが86項目へ拡張さ
れたことで、有害情報除去に関してより細やかな設定を行うことが可能となった。削除フィルターについては、必要に応じて教育総合セン
ターで解除することができ、児童生徒が主体的に性教育について学ぶことができるように対応している。

【教育総合センター】
有害コンテンツフィルタの継続的活用(平成20年8月1日より更新実施)有害情報に係るカテゴリーの追加・削除フィルターが86項目へ拡張さ
れたことで、有害情報除去に関してより細やかな設定を行うことが可能となった。削除フィルターについては、必要に応じて教育総合セン
ターで解除することができ、児童生徒が主体的に性教育について学ぶことができるように対応している。

【No.5113】

【青少年課】
○有害環境等実態調査を実施
＜少年を取巻く有害環境等実態調査＞調査期間：平成25年 6月1日～ 6月30日 平成25年11月1日～11月30日
・ビデオ、カラオケ、ゲームセンター等店舗の現状調査を6月及び11月に実施
・環境調査集計表、迷惑ビラ回収状況をホームページに掲載
○11月市民啓発としてＪＲ尼崎周辺において、出会い系サイト等をはじめとする有害環境の浄化を目的に、青少年健全育成・非行化防止・
環境浄化キャンペーンの実施

○青少年に悪影響を及ぼす有害図書等の回収を実施
＜有害図書類の回収＞回収期間：平成25年 1月 1日～12月末、累計：6,896冊（内ビデオ・DVD　2,234）
・市内6箇所（6行政区）に白ポストを設置
・成人向け雑誌などの「有害図書類」を回収して青少年の有害環境浄化を実施
・投函物は週に一度回収
・回収された投函物を分類や集計する
○10月尼崎市少年補導委員（環境部会）を対象にしたネット犯罪に関する研修会の実施

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

【青少年課】
○有害環境等実態調査を実施
＜少年を取巻く有害環境等実態調査＞調査期間：平成24年 6月1日～ 6月30日 平成24年11月1日～11月30日
・ビデオ、カラオケ、ゲームセンター等店舗の現状調査を6月及び11月に実施
・環境調査集計表、迷惑ビラ回収状況をホームページに掲載
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無料で、音声通話やスタンプ入りのチャットが楽し

めるのが売りです。 

他社では、カカオトーク、ＣＯＭＭなどもあります。

☆ ライン内で友達同士で作ったグループの中に、嫌

いな人への悪口等を書いたり、またチャットの言葉

のやりとりからトラブルが多発しています。 

☆ ラインの特徴として、送信内容文を既読したかど

うか分かる仕組みになっており、子どもたちも仕方

なく「遅滞なく返信しなければならない」ストレス

を抱えているのも現状です。 

スマートフォンの普及に伴い、子どもたちの所

持率が高くなり、小学生が当たり前のように持っ

ていることも多くなりました。子どもにスマート

フォンを買い与える事情は様々ですが、スマート

フォンを持ったことにより、様々な事件やトラブ

ルが発生し、また保護者である大人が全く知らな

い使い方が流行っていることをご存知でしょう

か？ 

☆ 音楽プレーヤーやゲーム機が Wi-Fi 接続でイ

ンターネットにつながります。（ネットでアダル

トな画像も見ることも可能・LINE や Facebook

も使用可能。） 

☆ 軽犯罪法・鉄道営業法‥‥ネット上に、鉄道の線路に

入ってピースした写真を投稿した。 

☆ 名誉毀損・侮辱‥‥ネット上に「○○が気持ち悪い。

ウザイ」→これは人を傷つけ、馬鹿にする行為。 

☆ 児童ポルノ法‥‥１８歳未満の自己の裸の写真をネッ

ト上に投稿。もちろん自分の裸を送信しても犯罪。 

☆ 著作権法違反‥‥映画や、漫画等を無断で YouTube 等

に投稿した。 

☆ 脅迫・威力業務妨害‥‥「学校に爆弾を仕掛けた。○

○学校の生徒を傷つけるぞ」等のメールを送信した。

☆ 未成年者飲酒禁止法・喫煙禁止法‥‥学生時代に友達

と飲酒・喫煙した写真を投稿した。 

勉強中もスマホはそばに置いておかないと

N
o.

51
13

 別
紙

1
1
5



局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

性教育担当教諭や養護教諭と性の知識や情報を共有し、若者の性感染症や望まない妊娠の予防につなげ
る。
・ふれあい型体験学習　1回　14人
　（小園小学校）
・学校と連携した性教育　22回　1,312人
　（立花小学校、北難波小学校、明城小学校、立花北小学校、浜田小学校、園田東小学校、園田中学校、立
花中学校、啓明中学校、大成中学校、若草中学校、県立尼崎高等学校）
・教諭への性教育　2回　65人
　（市立中学校性教育研究会、市立小学校性教育研究会）
・幼児期からの性教育　2回　29人

過去の
実施内容
（２４年度）

５１１４

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

学年担当教諭や性教育担当教諭、養護教諭等と性の知識や情報を共有し、児童・生徒に性に関する健康教
育を実施することで、性感染症や望まない妊娠の防止につなげる。
・学校と連携した性教育 24回　1,342人
　（武庫庄小学校、大庄小学校、梅香小学校、北難波小学校、小園小学校、塚口中学校、若草中学校、武庫
東中学校、園田中学校、尼崎工業高等学校）
・教諭等への性教育　2回　80人
　（市立小学校性教育研究会、武庫庄小学校学校保健委員会）

実施内容
（２５年度）

尼崎市地域保健医療計画、尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画、尼崎市男女共同参画計画計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 学校と連携した性教育の実施

事業内容
保健所・保健センター・各地域保健担当での随時相談を受けるほか、思春期の中学生等を対象に、「赤ちゃ
んふれあい体験学習」を行い、命の尊さを学ぶ機会をつくり、将来親になる意識を育てていく。

１　学校等における性教育の推進

全国的に人工妊娠中絶数は減少傾向にあるものの、14歳以下の実施数は横ばいにある。そのため、特に小
学生・中学生を対象として性に関する健康教育を強化する必要がある。
本市は兵庫県下の中でも10代の出産・人工妊娠中絶率が高い傾向にあるため、教育機関との連携を強化し
て継続的に実施し、望まない妊娠・性感染症感染を予防するための健康教育を実施していく。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 １　女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の浸透 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局 健康増進課・保健センター

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

学校から依頼を受けて実施した性教育については、それぞれの学校において、学校現場における学習
指導要領に基づく性教育と、保健所・保健センター各地域保健担当が実施する性教育の役割や内容に
ついての状況を共有し、実施した。

対応等

「性教育の推進」「学校と連携した性教育の実施」について、学校現場と連携し、学校のカリキュラム学習
と保健所の事業とで洩れのない性の教育を実施されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

望まない妊娠、人工妊娠中絶の低年齢化に対ししては、小学生の早い時期から、成長に伴う体の変化
や妊娠や性感染症等、性に関する知識を普及する健康教育の取組みが必要である。
小、中学校の性教育研究会等の教育機関と連携し、計画的な実施が出来る体制を構築していく。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

母子保健相談指導事業（生涯を通じた女性の健康支援事業）

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

【参考】関連する計画

事務事業名

　今後も教室の周知について、インターネット等を活用し、市のホームページに年度当初に年間計画を掲
載し、早くに周知を図っていく。
　自分たちの食生活をふりかえることで「健康への意識づけの効果が期待できることから、夫婦で参加で
きるママ・パパセミナーを平日、休日ともに継続して開催していく。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局 健康増進課・保健センター

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 １　女性の健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の浸透 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 ママやパパのためのマタニティーセミナー（両親学級）の実施

事業内容
母性の保護及び新生児の保育を主目的とした「ママやパパのためのマタニティ－セミナー（両親学級）」を開
催する。

２　母性保護についての意識啓発

今回の調査結果より、①教室の周知について、市民から見て広報がわかりにくかった点、②行政に求められる内容とし
て、沐浴等の育児体験や制度の利用についてニーズがあること、③開催日について、平日でも男性が仕事の休みの都合
をつけ夫婦で参加する傾向があるが、働く女性にとっては平日は参加しにくい点があること等わかった。また、一方で医療
機関で実施されている教室は、安心・安全な出産を迎えるための医療的ケアを含めた内容が実施されていた。今後の保
健所での教室のあり方について、①出産前後の母体の心身の変化を踏まえた健康の保持増進、②新しい家族を迎えるこ
とをきっかけに健康的な食生活の推進、③両親参加の子育てについての視点で、内容等、広報のあり方も含めて再検討
することより、より効果的な実施に向けて取組んでいく。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

ママやパパのためのマタニティセミナー　地域保健担当　　　70回　　　　754人
マタニティクッキング　　　　　　　　　　　　　健康増進課　　　　　24回　　　　417人
マタニティ歯ッピーセミナー　　　　　　　　　健康増進課　　　　　15回　　　　95人

過去の
実施内容
（２４年度）

５１２１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・調査の結果を踏まえ、教室の周知について、市のホームぺージに4月より年間予定を掲載し早くに周知を
図った。
　ママやパパのためのマタニティセミナー　地域保健担当　69回　834人
　マタニティクッキング　　　　　　　　　　　　　健康増進課　　24　回　336人
　マタニティ歯ッピーセミナー　　　　　　　　　健康増進課　　15　回　　69人

・両親参加の子育ての視点や家族の健康を考えるきっかけとして、これまで妊婦対象に実施してきた栄養教
室や歯の教室について、夫婦対象に休日に開催した
　休日版プレママ・パパセミナー　（栄養、歯）　健康増進課　4回　40組78人

実施内容
（２５年度）

計画名
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

【参考】関連する計画

事務事業名

「感染症の予防」と「陽性者の支援」の両面から対策を行う。
「感染症の予防」については、青少年やMSM等、感染の可能性が疫学的に懸念されながらも、感染に関
する正しい知識の入手が困難であったり、偏見や差別が存在している社会的背景等から、適切な保健医
療サービスを受けていないと考えられるために施策の実地において特別な配慮を必要とする層に対する
予防教育を重点化していく。
「陽性者の支援」については、患者が長期間にわたる療養を、安心して継続していけるよう、最新の医療
情報、社会資源情報の提供に努めると共に、人権や精神的・心理的側面を考慮した相談体制の構築を行
う。（別紙あり）

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局 保健企画課、感染症対策担当、健康増進課

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 喫煙・アルコール・薬物・ＨＩＶ／エイズ・性感染症に関する啓発

事業内容
地域・職域を対象とした健康講座、エイズ予防啓発キャンペーン、覚醒剤乱用防止キャンペーン等を通じ、喫
煙・アルコール・薬物・ＨＩＶ／エイズ・性感染症に対する予防啓発を図る。

１　女性の健康をおびやかす問題に対する予防・啓発

若者を中心に広がるHIV・性感染症の予防のため、学校、地域、家庭等へ啓発のみならず、無防備な性行動を抑制する
ための心の醸成と人間関係を構築できる取り組みが必要である。エイズ患者の増加にともない、差別や偏見をなくす啓発
に加えて、在宅療養を支援する体制づくりへの支援を継続する。　子宮頸がんワクチンは、国の方針で平成25年6月14日
から接種の積極的勧奨はひかえているため、今後の国の方針にあわせていく。
　薬物の乱用については若年層への広がりと違法ドラッグが社会問題となっており、今後とも関係機関と連携を図り、薬物
乱用防止に努める。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

５２１１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

計画名

実施内容
(２４年度）

別紙

実施内容
（２５年度）

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動(平成２５年７月４日）対象1,000人
    ＪＲ立花駅周辺にのぼり・横断幕を掲出。啓発物品を配布した。
○中学校への薬物乱用防止啓発パネル展示（市立中学校７校）
   ３年間で全市立中学校を１巡する。
○アルコール依存症に関する啓発等
　①平２６年２月１９日「アルコール依存症知っておきたい知識と理解」
　講師　新生会病院水野副院長、小串ソーシャルワーカー　支援者対象　４３人参加
　②平成２６年３月１０日「高齢のアルコール依存症の意図への理解と支援～家族や支援者ができること～」
　講師　新阿武山クリニック西川ソーシャルワーカー　民生委員対象　８７人参加
　③平成２６年３月２０日「高齢のアルコール依存症の意図への理解と支援～家族や支援者ができること～」
　講師　新阿武山クリニック西川ソーシャルワーカー　介護事業所対象　３５人参加
○啓発用リーフレット（HIV）の配布(街頭キャンペーン及び講習会開催時に配布）2回　3,000部配布
○啓発講演会の実施　計3回(参加者　計153名）
テーマ①「思春期に多い性感染症について」　②「HIV感染者・エイズ患者の治療の現状について／ＨＩＶ感染
者・エイズ患者の在宅支援について」　③「青少年とエイズ・性感染症について」～YYSP「若者相互による
AIDS啓発プログラムの実践」を通じて～
講師①尼崎市保健所保健師　小倉広美　②県立尼崎病院血液腫瘍内科　林孝昌医師／HIVと人権情報セン
ター　桜井　健司氏　③HIVと人権情報センター　理事　尾澤　るみ子氏
実施日①平成25年7月18日(木）②平成25年8月7日(水)③平成25年12月9日(月）
参加人数①100人　②30人　③23人
○検査及び相談実施　HIV検査456件　相談601件
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№５２1１　別紙（保健所）

【過去の実施内容(24年度）】

【今後の方向性（ACTION）】続き

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（平成24年7月5日）対象1,000人
　JR立花駅周辺にのぼり・横断幕を掲出。啓発物品を配布
○中学校への薬物乱用防止啓発パネル展示（市立中学校７校）
　３年間で全市立中学校を１巡
○アルコール依存症に関する啓発等
　平成２５年３月７日「あなたのお酒は大丈夫？～身近なアルコール問題を考える～」
　講師　新阿武山クリニック西川ソーシャルワーカー　一般市民対象　76人参加
○HIV/エイズ予防教育：啓明中学生対象（平成24年11月9日午後1時30分～3時）参加人数106人
○エイズ講演会：介護サービス事業所職員対象（平成25年１月17日、午後2時～5時）参加人数40人
○市民対象街頭キャンペーン（エイズ予防月間1回、世界エイズデー1回）、エイズ予防月間は「ダメ。ゼッタイ。」普及運動と合同で実施
○子宮頸がん予防(子宮頸がん予防ワクチン）について、教育関係者及び医療従事者へ啓発（平成24年6月23日）参加人数40人

　薬物の乱用については若年層への広がりと違法ドラッグが社会問題となっており、今後とも関係機関と連携を図り、薬物乱用防止に努める。
　アルコール依存症者のうつ病やうつ状態、自殺が多いことから、国の自殺対策強化基金を活用し、啓発活動を続けて行っているところである。２０代女性は男性よりも飲酒率が高いという報告
もあり、女性の飲酒が一般化してきている。女性は男性にくらべて少ない飲酒量、飲酒期間でアルコールの健康被害を受けるといわれており、引き続き啓発活動を行っていく。
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

指摘内容

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

・エイズ講演会（介護サービス事業所職員対象）1回40人
・市民対象街頭キャンペーン（エイズ予防月間1回、世界エイズデー１回）2000部配布

＜禁煙＞

【参考】関連する計画

<禁煙＞妊娠を機に禁煙した者の再喫煙を防止するための取組を検討するにあたり、全国保健師長会調
査研究事業を活用して、妊娠・産後の喫状況や禁煙行動に関するアンケート調査を実施した。26年度
は、この実態をもとに具体的な取組について検討していく。また、市内全小学校５・６年生へたばこの健康
影響啓発紙の配布は、配布時保護者アンケートにて、家庭でたばこの健康影響について話す機会となっ
ていることがわかったので、継続して実施していく。
＜エイズ＞青少年やMSM等、感染の可能性が疫学的に懸念されながらも、感染に関する正しい知識の
入手が困難であったり、偏見や差別が存在している社会的背景等から、適切な保健医療サービスを受け
ていないと考えられるために施策の実地において特別な配慮を必要とする層に対する予防教育を重点化
していく。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

対応等

・禁煙講座(10人　延40人）
・母子健康手帳交付時の啓発ビラの配布（　4180人）、必要に応じて保健指導を実施
・「妊娠期から行う効果的な禁煙支援について」の調査研究（全国保健師長会調査研究事業）
・乳幼児健診、2歳児歯科検診での啓発ビラ配布　5,000部
・JR尼崎駅前での「子どもの喫煙防止キャンペーン」への参加・・・尼崎東警察署生活安全課の呼びかけ
・市内全小学校５・６年生へたばこの健康影響啓発紙の配布（7,500部）と保護者アンケート実施・・・学校教育課と連携
・市内全小中高校全児童・生徒への兵庫県受動喫煙防止条例の啓発ビラの配布　35,000部
・市内こども関連施設・歯科医院への禁煙カレンダー配布　500部・・・教育委員会・尼崎市医師会・歯科医師会と連携
・市内小中学生の禁煙ポスターの掲示よる啓発（2月4日～2月７日）・・・学校保健、尼崎市医師会と連携
・市内禁煙外来マップ作成のため実施医療機関へのアンケート

・「思春期に多い性感染症について」市内高等学校へ講演会　1校1回100人、・エイズ講演会2回　53人
・市民対象街頭キャンペーン（エイズ予防月間1回、世界エイズデー１回）2回、3000部配布

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

25年度
年
度

24年度

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局
保健センター・感染症担当
健康増進課・成人保健担当

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 各種教室（思春期・エイズ・禁煙・成人健康）・保健師の健康相談

事業内容
思春期の健康、エイズ、喫煙の健康影響を啓発し女性の健康づくりを図る。また、学校と連携して防煙教室を
実施する。

２　妊娠・出産期における女性の健康支援

＜禁煙＞20･30代女性の喫煙率が上昇傾向にある中、妊娠を機に禁煙する女性も多くいる。しかし、卒乳を機に再喫煙する者も多くみ
られる状況にある。妊娠を機に禁煙した者の再喫煙を防止することは、成人期の女性の健康支援と子育て世代層の禁煙による子ども
の健康支援（受動喫煙防止、将来の喫煙行動の抑制）への効果を期待できることから、これまでの取組を継続しつつ、禁煙継続の支援
の時期や内容について明らかにし、今後の取組について検討していく。
＜エイズ＞若者を中心に広がるHIV・性感染症の予防のため、学校、地域、家庭等へ啓発のみならず、無防備な性行動を抑制するため
の心の醸成と人間関係を構築できる取り組みが必要である。エイズ患者の増加にともない、差別や偏見をなくす啓発に加えて、在宅療
養を支援する体制づくりへの支援が必要である。

ＮＯ

実績の評価

目標・実績

過去の
実施内容
（２４年度）

＜禁煙＞ ・禁煙講座(19人　延87人）
・母子健康手帳交付時の啓発ビラの配布（4,369人）、必要に応じて保健指導の実施
・乳幼児健診、2歳児歯科検診での啓発ビラ配布　6,000部
・JR尼崎駅前での「子どもの喫煙防止キャンペーン」への参加・・・尼崎東警察署生活安全課の呼びかけ
・青少年センターフロアでのパネル掲示による啓発活動（8月10日～8月22日）・・・青少年課へ依頼
・市内全小学校５・６年生へたばこの健康影響啓発紙の配布（7,800部）・・・学校保健課と連携
・市内小中学生の禁煙ポスターの掲示よる啓発（3月5日～3月8日）・・・学校保健、尼崎市医師会と連携
・市内中高校や大学への兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例の表示マークデザイン・標語募集の案内

＜エイズ＞

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

５２２１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

実施内容
（２５年度）

第２次地域いきいき健康プランあまがさき（地域保健医療計画）計画名

事務事業名 健康づくり事業

＜エイズ＞
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局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

・母子手帳交付時、保健師が全ての妊婦に対して面接相談を実施(７か所：4,369人)
・妊婦健診助成事業(前期：4,052人、後期：3,869人、基本延べ42,558人)
・妊婦歯科健診(18回、425人)

過去の
実施内容
（２４年度）

５２２２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・母子手帳交付時、保健師が全ての妊婦に対して面接相談を実施(７か所：4,180人)
・妊婦健診助成事業(前期：4,167人、後期：3,882人、基本延べ42,136人)
・妊婦歯科健診(18回、401人)

母子健康手帳交付時に保健師による面接相談を実施し、若年及び高齢妊婦、シングルマザー、不安感、喫
煙、飲酒等のリスクを把握し、早期に個別の支援につなげている。また、医療機関と連携し、支援が必要な乳
児や妊産婦について、医療機関から情報提供書を介して、保健師が早期に関係機関と連携しながら支援に
入る兵庫県のシステム（養育支援ネット）がある。年２回の医療機関等との連携会議を開催することで、問題
の共有や課題の整理等を行うとともに、関係機関との信頼関係を深め、支援のネットワークを図っている。

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 妊娠・出産期における健康支援

事業内容
母子健康手帳交付時に全妊婦を対象に妊婦健康相談を実施、ハイリスク妊婦の早期発見、支援し、また妊
婦健診の結果報告を活用し、妊娠中の健康管理と将来の疾病等の予防に努める。

２　妊娠・出産期における女性の健康支援

望まない妊娠や、母子健康手帳交付の遅れ、妊婦健診未受診、駆け込み出産などの課題もある。継続して
関わることができるように母子手帳交付時の面接や、他機関との連携を密にとる必要がある。

ＮＯ

実績の評価

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局 健康増進課・保健センター

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

【参考】関連する計画

事務事業名

　望まない妊娠や母子健康手帳交付の遅れ、妊婦健診未受診、駆け込み出産などの課題があるが、医
療機関との連絡会議を積み重ねることより、妊婦健診の未受診妊婦等、ハイリスク妊婦について、医療機
関と連携して支援につなげている。
 今後も、継続して医療機関等と連携した支援体制を組み、妊娠・出産期における健康支援を行っていく。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

・骨粗鬆症検診
　  （方　法）　問診、骨振動測定器による骨量測定（保健センター：放射線技師、看護師等）
　　（実施日）　毎週月～金曜日
　　（実　績）　受診者数393人（要精密検査者数80人）
　　　　　　　　 骨粗鬆症検診事後個別指導（健康増進課：保健師、管理栄養士）　毎週月・水曜日
　　（内　容）検診結果に基づく食生活や運動習慣、転倒予防などの日常生活での具体的な工夫を取り
　　　　　　　　入れた個別保健指導、ロコモティブシンドロームの認知度向上のための啓発を行い、骨粗
　　　　　　　　鬆症の予防を図る。また、必要に応じて受診勧奨を行い、早期治療による重症化予防を図る。

・骨粗鬆症予防教室（食事・運動）：実施回数３回、参加者数５７人

過去の
実施内容
（２４年度）

５２３１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・骨粗鬆症検診
　  （方　法）　問診、骨振動測定器による骨量測定（保健センター：放射線技師、看護師等）
　　（実施日）　毎週月～金曜日
　　　　　　骨粗鬆症検診事後個別指導（健康増進課：管理栄養士、成人保健担当：保健師）　毎週月・水曜日
　　（実　績）　受診者数450人（要精密検査者数71人）
　　（内　容）検診結果に基づく食生活や運動習慣、転倒予防など日常生活での具体的な工夫を取り入れた個別指導、
　　　　　　　ロコモティブシンドロームの認知度向上のための啓発を行い、骨粗鬆症の予防を図る。また、必要に応じて
　　　　　　　受診勧奨を行い、早期治療による重症化予防を図る。
・女性のための健康講座：実施回数　１回、参加者数　12人
・50代からの健康づくり講座：実施回数　２回、参加者数　39人
・ロコモティブシンドロームに関する講座：実施回数　6回　参加人数　236人

実施内容
（２５年度）

第２次地域いきいき健康プランあまがさき（地域保健医療計画）計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 更年期健康支援

事業内容 更年期の健康づくり支援のための更年期教室、骨粗鬆症予防教室の取組みを検討する。

３　成人期・高齢期等における女性の健康づくり支援

骨粗しょう症検診の継続実施、ロコモティブシンドロームの認知度向上と合わせて、骨粗しょう症予防と重症化予
防のための健康教育、骨量測定、骨粗しょう症検診のあり方について検討していく。

ＮＯ

実績の評価

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉
保健センター

健康増進課・成人保健担当

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

「更年期健康支援」について、検診日数を増やしたことを高く評価する。

【参考】関連する計画

事務事業名

　骨粗鬆症検診の受診者数は、年々増加しているものの、骨量安定期の若い世代（40歳未満）の受診
割合は少ない(25年度受診者割合：40歳未満1.0％）。また、骨量の減少する閉経以降の50代、閉経前の
40歳代の受診者割合は共に25％、老年期の60歳代は35％、70歳以上は39％であった。
　これらのことから、“骨粗鬆症は高齢者の病気”という認知が推測されるが、骨の健康度の維持には、
骨形成期の10代、安定期・維持期の20～50代生活習慣が大切である。
　そこで、若い世代が自分の骨の健康度に興味関心を持ち、生活習慣を振り返る機会を作るためにも、
検診という手法から、出前の健康教育と合わせた有料測定会などの手法へ展開していくことを検討した
い。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

骨粗鬆症検診事業、健康づくり事業

評価事項
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局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

①子宮がん検診
　【対象者】【方　法】　平成24年度と同様
　【実　績】　平成24年度　5,670人
②乳がん検診
　【対象者】【方　法】　平成24年度と同様
　【実　績】　平成24年度　5,231人

過去の
実施内容
（２４年度）

５２３２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

①子宮がん検診
　【対象者】20歳以上で、4月1日現在、偶数年齢の市民である女性（実施回数は2年に1回）
　【方　法】　問診、視診、子宮頸部（膣部、頸管部）の細胞診検査
　【実　績】　平成25年度　5,470人
②乳がん検診
　【対象者】40歳以上で、4月1日現在、偶数年齢の市民である女性（実施回数は2年に1回）
　【方　法】　問診、視触診、マンモグラフィ検査及び自己触診法の指導
　【実　績】　平成25年度　5,250人
※がん検診推進事業：一定の年齢に達した者に対しがん検診の無料クーポン券を配布し受診を促進する。
対象：子宮がん検診（20･25･30･35･40歳の女性）、乳がん検診（40･45・50・55・60歳の女性）

実施内容
（２５年度）

地域いきいき健康プランあまがさき（地域保健医療計画）計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度28①②ともに増加
①5,670人
②5,231人

年
度

24年度

乳がん検診はほぼ達成したが、子宮がん検診は減少

目標・実績
①5,470人
②5,250人

施策の方向

目標値

事業名 子宮がん検診・乳がん検診の実施

事業内容
子宮がん、乳がんを早期に発見し、早期治療につなげるために子宮がん検診、乳がん検診を実施する。ま
た、がん検診の重要性などの意識啓発に努め、市民の健康管理意識の向上と健康の保持増進を図る。

３　成人期・高齢期等における女性の健康づくり支援

無料クーポン券対象者で未受診者にクーポン券を有効期限内に利用するように再度個別勧奨（コールリコー
ル）を実施し無料クーポン券の利用率促進を図り、子宮がん検診・乳がん検診の受診者数の増加に繋げる。
国のがん検診推進事業に基づいた子宮がん検診・乳がん検診の無料クーポン券による個別勧奨は、平成
25年度で5年目を迎えるため、今後の事業の継続または廃止等に関する国の動向を注視していく。

ＮＯ

実績の評価

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 健康福祉局 保健センター・成人保健担当

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

女性特有のがんについての検診であるため対象を女性に限定している。

男女共同
参画の視点

目標項目 ①子宮がん検診、②乳がん検診の受診者数

対応等

【参考】関連する計画

事務事業名

過去の無料クーポン券対象者で、がん検診未受診者に再度無料クーポン券を発送し、受診の動機付け
を熟成・向上させ、がん検診の受診促進を図る（働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業）。ま
た、年度内には再度個別勧奨（コールリコール）を実施する。
がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発に努め、健康の保持・増進を図る。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

子宮がん検診事業・乳がん検診事業

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

男女共同
参画の視点

目標項目

【参考】関連する計画

事務事業名

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

施策の方向

目標値

事業名

３　成人期・高齢期等における女性の健康づくり支援

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

過去の
実施内容
（２４年度）

指摘内容

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

あまがさき女性フォーラムワークショップ②　気になる出生前検診～女性と子どもの人権～
（内容：出生前検診を受ける・受けないという選択やその結果をどう受け止めるか等についてワークショップ
を行い、女性や子どもの人権について考える。　受講者：17人）

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点で、女性の健康についての講座等を実施していく。

達成
年度

25年度

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

生涯を通じた女性の健康を支援するため、対象を女性としている。

市民協働局 協働・男女参画課

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ５　女性の生涯にわたる健康の確保
方針 ２　女性の一生涯にわたる健康の保持増進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度）

コマ数などが限られる中、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点で、多様（論点や年代等）な課題に応えて
いけるよう工夫する。

ＮＯ 【新規】５２３３

女性の健康についての啓発

事業内容 生涯を通じた女性の健康を支援するため、多様な年代を対象とする講座を行う。

年
度

24年度

実績の評価

対応等

今後の
方向性

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

計画名

目標・実績

○「もっと知りたい！女（ワタシ）のカラダin尼崎　上手に女（ワタシ）のカラダと付き合うために」開催
（内容：女性の体についての基礎講座やリラックス法、ストレスなど、女性の健康について学ぶ　講師：三宅
侃、福井幸子、高見陽子　受講者：107人）

実施内容
（２５年度）
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